














・ 日 本 の 紹 介 会 社 を 通 じ て 現 地 の 送 り 出 し 機 関
  か ら 候 補 者 を 探 す の が 一 般 的 で す 。

・ 候 補 者 の 経 歴・日 本 語 力・希 望 職 種 を 確 認 し ま し ょ う 。

・ 雇 用 契 約 内 容 の 決 定 （ 給 与 ・ 労 働 条 件 ）
・ 在 留 資 格 の 確 認 （ 特 定 技 能 ・ 技 人 国 な ど ）→ P �

・ 地 方 出 入 国 在 留 管 理 局 （ 以 下 「 入 管 」） へ 在 留 資 格    
　認 定 証 明 書 （ C O E ） の 申 請

※企業で書類準備（雇用契約書、会社概要、候補者の履歴など）が
　必要です。

・ 入 管 で 発 行 さ れ た Ｃ Ｏ Ｅ を 基 に 海 外 の 大 使 で    
　ビ ザ を 発 行

・ 入 国 審 査 → 在 留 カ ー ド 発 行

※海外で送り出し機関や採用された外国人が行う手続きです。

・ 住 居 の 準 備 ・ 生 活 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
・ 入 社 手 続 き （ 社 会 保 険 ・ 雇 用 保 険 ・ 役 所 届 出 ）
・ 定 期 的 な フ ォ ロ ー （ 離 職 リ ス ク 防 止 ）

送り出し機関とは？

国外から外国人材を採用する場合は、現地の送り出し機関と協力して候補者を選ぶことが一般的です。
送り出し機関は、日本で働きたい人を集め、教育・手続きをサポートする現地側のパートナーとして、
現地側の政府から許可を受けた機関です。

P O I N T

労働条件は曖昧にせず文書にすることで
後のトラブルを防ぐことができます。

国外から 国内から
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人材の選定

採用の決定と条件確認

入国前の手続き

入国・ビザ取得※

就労・生活サポート開始

P O I N T

現地に赴き実際に面談して、選定する
ケースもあります。

外 国 人 材 を 海 外 か ら 採 用 す る と き の 流 れ を 見 て み ま し ょ う 。

採用の流れ 採用の流れ
既 に 日 本 国 内 に い る 外 国 人 を 採 用 す る こ と も で き ま す 。

P O I N T

雇用保険の被保険者とならないアルバイトの方であっても、外国人を雇い入れたときや外国人が退職

したときには、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出しましょう。

外国人アルバイトを採用するときの手続きは？

「所属機関変更の届け出」、「在留資格変更」
または「在留期間更新」が必要なことがあります。
手続きは日本国内の入管で完結します。

S t e p

S t e p
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すでに日本に住んでいる外国人を対象に、
ハローワークや求人広告、紹介会社を通じて
候補者を探します。

現在の在留資格を確認し、働けるかどうか
チェックしましょう。→P�

（必要であれば、在留資格の変更をしましょう。）

人材の選定

採用の決定と
在留資格の確認

入管での在留資格の手続き

手続き完了次第、すぐに働き始めることができます。
住居や生活基盤はすでに整っていることもあります。就労開始

�� ��

外国人の方が転職して働く会社を変えるときは、在留資格の種類によって、入管へ「会社が変わりました」と
知らせる必要があります。「所属機関変更届出」や「在留資格変更許可申請」など、必要な手続きは状況によっ
て変わります。申請に時間がかかることもあるので、採用前に行政書士や登録支援機関へ確認しましょう。

外国人が転職するときの手続き
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